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参 考 資 料 

新型コロナウイルス感染症予防の

お知らせ文書 

・新しい生活様式を踏まえた「ふれあい事業」実施における留意事項 

・新しい生活様式を踏まえた地区社協会議・小地域ケア会議・福祉連絡会等 

における留意事項 

・訪問をされる場合には感染予防を充分におこないましょう︕ 

・サロンに参加される皆様へお願い 

・新⾒型 新しい生活様式を実践︕ 

・感染リスクが高まる「5 つの場面」 

・参考⽂書︓新型コロナウイルス感染拡大防止 事前通知⽂書 
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＜実施するときに気をつけていただきたいこと＞ 

＜開催案内に記載していただく内容＞ 

新しい生活様式を踏まえた 
「ふれあい事業」実施における留意事項 

■ 検温をし、発熱または風邪症状や体調不良等の場合は参加を控えてください。 
■ マスクの着用をお願いします。 

■ 手洗い、手指消毒、咳エチケット、ソーシャルディスタンスの確保 
のご協力をお願いします。 

■ ２週間以内に特定警戒されている地域や海外等へ出掛けた方は、参加を控え
ていただきますようお願いします。 

 受付で参加者の健康チェックと連絡先を把握する。 

（発熱または風邪症状や体調不良等の確認） 

 手指用アルコール消毒液を設置し、消毒を促す。 

 ３密（密閉、密集、密接）を避ける工夫をしましょう。 

・こまめな換気を行う。（窓と入り口を開け、３０分ごとに１回程度） 
・他の人との間隔は、２メートル空ける。（お互いに手を伸ばして届かない程

度が理想） 
・対面は避け、横並びや前後になるようにする（対面での協議が避けられない

場合には椅子の数や配置を工夫する等十分な距離が保てるよう工夫する） 

 短時間の実施を目指す。 

 参加者数は、会場収容人数の半分以下にする。 

 調理・会食は控える。 

 熱中症予防のため、水分補給をする。 

 開催時間と開催場所の工夫をする。 

 大声を出すときにはマイクを使用する。 

 複数の人が共有する物品（テーブル、椅子、ドアノブ、文房具など） 

は適宜消毒を行う。 

社会福祉法人 新見市社会福祉協議会 

＜準備物＞～必要に応じて準備～ 

・手指用消毒液 ・消毒用エタノール製剤 ・非接触式体温計 

・使い捨てタオル、またはペーパータオル、マスクなど 
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新しい生活様式を踏まえた 
地区社協会議･小地域ケア会議･福祉連絡会等における留意事項 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開催案内に記載する内容＞ 
□ 検温をし、発熱または風邪症状や体調不良等の場合は参加を控えてくださ

い。 

□ マスクの着用をお願いします。 

□ 手洗い、手指消毒、咳エチケット、ソーシャルディスタンスの確保の 
ご協力をお願いします。 

□ ２週間以内に特定警戒されている地域や海外等へ出掛けた方は、参加を控
えていただきますようお願いします。 

＜実施するときに気をつけていただきたいこと＞ 

□ 受付で参加者の健康チェックと連絡先を把握する。 

（発熱または風邪症状や体調不良等の確認） 

□ 手指用アルコール消毒液を設置し、消毒を促す。 

□ ３密（密閉、密集、密接）を避ける工夫をしましょう。 

・こまめな換気を行う。（窓と入り口を開け、３０分ごとに１回程度） 
・他の人との間隔は、２メートル空ける。（お互いに手を伸ばして届かない

程度が理想） 
・対面は避け、横並びや前後になるようにする（対面での協議が避けられ 

ない場合は椅子の数や配置を工夫する等、距離が保てるよう工夫する） 

□ 短時間の内容とする 

□ 飲食は控える（熱中症予防のため水分補給は行う） 

□ 参加者数は、会場収容人数の半分以下にする。 

□ 大声を出すときにはマイクを使用する。 

□ 複数の人が共有する物品（テーブル、椅子、ドアノブ、文房具など） 

は会実施の前後に適宜消毒を行う。 

・手指用消毒液 ・消毒用エタノール製剤 ・非接触式体温計 

・使い捨てタオル、またはペーパータオル、マスクなど 

＜準備物＞必要に応じて準備 
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 訪問をされる場合は 

感染予防を充分におこないましょう！ 

２m 程度の間隔をあけ、原則 15 分以内の 
訪問にしましょう 

訪問は玄関先で 

検温をし、風邪症状がある場合や発熱がある場合の 
訪問は控えましょう 

体調の良いときに訪問を 

訪問者だけでなく 
お互いに手洗い・うがいを 
おこないましょう 

お互いに手洗い・うがいを 

マスクの着用の徹底 

訪問する際には必ずマスクを着用しましょう 
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新型コロナウイルス感染症を予防するために 

― サロンに参加される皆さまへのお願いです ― 
 

【個人で気をつけていただきたいこと】 

■ 検温をし、発熱または風邪症状がある場合は 

参加を控えてください。 

■ 手洗いを徹底してください。 

 

■ サロンではマスクの着用をお願いします。 

社会福祉法人新見市社会福祉協議会 

 

【実施するときに気をつけていただきたいこと】 

 開始前に参加者の健康チェックを行う。（発熱または風邪症状

がないか） 

 アルコールで手指消毒をする。 

 ３ 密（密閉、密集、密接）を避ける工夫をしましょう。 

 

 

 

 

 短時間の実施を目指しましょう。（ １ 時間程度） 

 会食は控えましょう。 

 熱中症予防のため、水分補給をしましょう。 

 開催時間と開催場所の工夫をしましょう。 

 複数の人が共有する物品（テーブル、椅子、ドアノブなど）

は適宜消毒を行う。 

（３ ０ 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う） 

・こまめな換気を行う。 

（窓と入り口を開け、３ ０ 分ごとに一回程度） 

・他の人との間隔は、最低 １ メートル以上空ける。 

・対面は避け、横並びや前後になるようにする。 
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参考文書 
 

令和〇年〇〇月〇〇日 

 

各  位 

 

〇〇地区社会福祉協議会 

 

〇〇事業おける新型コロナウイルス感染症拡大防止対応について 

 

 このことについて、下記の留意事項をご確認していただき、ご参加いただきま

すようお願いします。 

 

記 

 

①発熱、体調不良の場合は参加を控えていただきますようお願いします。 

（当日、会場で検温、健康チェックをさせていただきます。） 

②マスクを着用し、咳エチケットの徹底をお願いします。 

③手洗い、手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保のご協力をお願いします。 

④２週間以内に特定警戒されている地域、海外等を訪れた方、身の回り(家族など)

で新型コロナウイルス感染症の罹患者がいた方は、参加を控えていただきます

ようお願いします。 

⑤受講後、２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、また、感染

が確認された場合はご連絡ください。 

⑥新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、活動を延期にする場合があります

のでご了承ください。 
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ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

送迎サービス補償（傷害保険） 福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり） 団体割引20％適用済／過去の損害率による割増引適用

ケガの
補償

賠償責任
の補償

年間保険料

死亡保険金

プラン

保険金の種類
基本プラン 天災・地震補償

プラン
【新設】特定感染症
重点プラン

1,040万円

1,040万円（限度額）

6,500円

350円 500円 550円

65,000円

32,500円

4,000円
補償開始日から10日以内は補償対象外（＊） 初日から補償

5億円（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

特定感染症

地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術保険金

＊4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

＜基本プランに加入される方へ＞
基本プランでは、地震・噴火・津波に起因する死傷は補償されません。
◆年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には「特定感染症重点プラン」への加入をおすすめします。
例えば、被災地での災害ボランティア活動や当初予定していなかったボランティア活動への参加にあたり、新型コロナ
ウイルス感染症をはじめとした特定感染症への備えとして、特定感染症重点プランに加入いただきますと、より安心して
ボランティア活動に参加いただけます。

ふくしの保険 検索

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

商品パンフレットは
コチラ

（　　　　　）ふくしの保険
ホームページ

https://www.fukushihoken.co.jp令和４年度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

〈SJ21-10723より抜粋して作成〉

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。
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発 ⾏ 者    社会福祉法人 新⾒市社会福祉協議会 
      〒718-0016 新⾒市⾦⾕ 640-1（新⾒市地域福祉センター内）   

☎（0867）72-7306 ／ 📠（0867）71-2088 
大佐支所 〒719-3503 新⾒市大佐⼩阪部 1469-1（おおさ総合センター内） 

☎（0867）98-3119 ／ 📠（0867）98-2000 
神郷支所 〒719-3611 新⾒市神郷下神代 3946（地域福祉センター内） 

       ☎（0867）92-6677 ／ 📠（0967）92-6675 
哲多支所 〒718-0303 新⾒市哲多町本郷 246-4（新⾒市役所哲多支局内） 

       ☎（0867）96-3111 ／ 📠（0867）96-3222 
哲⻄支所 〒719-3701 新⾒市哲⻄町⽮⽥ 3604（きらめき広場・哲⻄内） 

       ☎（0867）94-3333 ／ 📠（0867）94-2117 
 




